
 

 1 

諮問庁：防衛大臣 

諮問日：令和５年９月２８日（令和５年（行情）諮問第８５４号ないし同第８

５８号） 

答申日：令和７年１２月１０日（令和７年度（行情）答申第６６８号ないし同

第６７２号） 

事件名：ロシア軍の編成・装備・作戦・戦闘に係る文書の一部開示決定に関す

る件 

ロシア軍の編成・装備・作戦・戦闘に関する文書のうち特定の開示

決定等で「残りの部分」とされた文書等の一部開示決定に関する件 

特定の開示決定等で「残りの部分」とされた文書及び当該文書の特

定年度版の一部開示決定に関する件 

特定の開示決定等で「残りの部分」とされた文書等の一部開示決定

に関する件 

ロシア軍の編成・装備・作戦・戦闘に関する文書のうち特定の開示

決定等で「残りの部分」とされた文書等の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙の１に掲げる各文書（以下、順に「本件請求文書１」ないし「本件

請求文書５」といい、併せて「本件請求文書」という。）の各開示請求に

対し、別紙の２に掲げる各文書（以下、順に「文書１」ないし「文書１６

０」といい、併せて「本件対象文書」という。）を特定し、その一部を不

開示とした各決定は、妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく各開示請求に対し、令和４年５月２７日付け防官文第１

０２７２号、同年８月２９日付け同第１６３４３号、同年１１月４日付け

同第２０８０９号、令和５年１月１３日付け同第４１２号、同年３月２４

日付け同第６２０９号及び同年６月２９日付け同第１３８６７号ないし同

第１３８７１号により防衛大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）

が行った各決定（以下、順に「原処分１」ないし「原処分１０」といい、

併せて「原処分」という。）について、その取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は、各審査請求書によると、おお

むね以下のとおりである。 
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（１）審査請求書１（原処分１について） 

ア 一部に対する不開示決定の取消し。 

記録された内容を精査し、支障が生じない部分については開示すべ

きである。 

イないしオ （略） 

（２）審査請求書２（原処分２について） 

アないしエ （略） 

オ 上記（１）アと同旨。 

カないしケ （略） 

（３）審査請求書３（原処分３について） 

アないしキ （略） 

（４）審査請求書４（原処分４について） 

アないしキ （略） 

（５）審査請求書５（原処分５について） 

アないしエ （略） 

オ 上記（１）アと同旨。 

カないしケ （略） 

（６）審査請求書６（原処分６ないし原処分１０について） 

アないしエ （略） 

オ 上記（１）アと同旨。 

カ及びキ （略） 

ク 他に文書がないか確認を求める。 

審査請求人は確認する手段を持たないため、開示請求対象に漏れが

ないか念のため確認を求める次第である。 

ケ （略） 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 経緯 

（１）原処分１及び原処分６について 

本件開示請求は、本件請求文書１の開示を求めるものであり、これに

該当する行政文書として、文書１ないし文書１２２及び文書１６０を特

定した。 

本件開示請求については、法１１条に規定する開示決定等の期限の特

例を適用し、まず、令和４年５月２７日付け防官文第１０２７２号によ

り、本件対象文書のうち、文書１（表紙のみ。）について、法９条１項

に基づく開示決定処分（原処分１）を行った後、令和５年６月２９日付

け同第１３８６７号により、本件対象文書のうち、文書１ないし文書１

２２及び文書１６０（文書１の表紙を除く。）について、法５条１号、

３号及び６号柱書きに該当する部分を不開示とする一部開示決定処分
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（原処分６）を行った。 

本件審査請求は、原処分１及び原処分６に対して提起されたものであ

り、本件諮問に当たっては、それらの審査請求を併合し諮問する。 

なお、原処分１に対する審査請求について、審査請求が提起されてか

ら情報公開・個人情報保護審査会への諮問を行うまでに約１年２か月を

要しているが、その間多数の開示請求に加え、開示請求の件数を大幅に

上回る大量の審査請求が提起され、それらにも対応しており、諮問を行

うまでに長期間を要したものである。 

（２）原処分２及び原処分７について 

本件開示請求は、本件請求文書２の開示を求めるものであり、これに

該当する行政文書として、文書１ないし文書１４２及び文書１６０（文

書１の表紙を除く。）を特定した。 

本件開示請求については、法１１条に規定する開示決定等の期限の特

例を適用し、まず、令和４年８月２９日付け防官文第１６３４３号によ

り、本件対象文書のうち、文書１（表紙を除く。）（はしがきのみ。）

について、法５条３号に該当する部分を不開示とする一部開示決定処分

（原処分２）を行った後、令和５年６月２９日付け同第１３８６８号に

より、本件対象文書のうち、文書１ないし文書１４２及び文書１６０

（文書１の表紙及びはしがきを除く。）について、法５条１号、３号及

び６号柱書きに該当する部分を不開示とする一部開示決定処分（原処分

７）を行った。 

本件審査請求は、原処分２及び原処分７に対して提起されたものであ

り、本件諮問に当たっては、それらの審査請求を併合し諮問する。 

なお、原処分２に対する審査請求について、審査請求が提起されてか

ら情報公開・個人情報保護審査会への諮問を行うまでに約１年を要して

いるが、その間多数の開示請求に加え、開示請求の件数を大幅に上回る

大量の審査請求が提起され、それらにも対応しており、諮問を行うまで

に長期間を要したものである。 

（３）原処分３及び原処分８について 

本件開示請求は、本件請求文書３の開示を求めるものであり、これに

該当する行政文書として、文書１ないし文書１４６及び文書１６０（文

書１の表紙及びはしがきを除く。）を特定した。 

本件開示請求については、法１１条に規定する開示決定等の期限の特

例を適用し、まず、令和４年１１月４日付け防官文第２０８０９号によ

り、本件対象文書のうち、文書３３（表紙のみ。）について、法９条１

項に基づく開示決定処分（原処分３）を行った後、令和５年６月２９日

付け同第１３８６９号により、本件対象文書のうち、文書１ないし文書

１４６及び文書１６０（文書１の表紙及びはしがき並びに文書３３の表
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紙を除く。）について、法５条１号、３号及び６号柱書きに該当する部

分を不開示とする一部開示決定処分（原処分８）を行った。 

本件審査請求は、原処分３及び原処分８に対して提起されたものであ

り、本件諮問に当たっては、それらの審査請求を併合し諮問する。 

（４）原処分４及び原処分９について 

本件開示請求は、本件請求文書４の開示を求めるものであり、これに

該当する行政文書として、文書１ないし文書３２、文書３４ないし文書

１５３及び文書１６０（文書１の表紙及びはしがきを除く。）を特定し

た。 

本件開示請求については、法１１条に規定する開示決定等の期限の特

例を適用し、まず、令和５年１月１３日付け防官文第４１２号により、

本件対象文書のうち、文書３２（表紙のみ。）について、法９条１項に

基づく開示決定処分（原処分４）を行った後、同年６月２９日付け同第

１３８７０号により、本件対象文書のうち、文書１ないし文書３２、文

書３４ないし文書１５３及び文書１６０（文書１の表紙及びはしがき並

びに文書３２の表紙を除く。）について、法５条１号、３号及び６号柱

書きに該当する部分を不開示とする一部開示決定処分（原処分９）を行

った。 

本件審査請求は、原処分４及び原処分９に対して提起されたものであ

り、本件諮問に当たっては、それらの審査請求を併合し諮問する。 

（５）原処分５及び原処分１０について 

本件開示請求は、本件請求文書５の開示を求めるものであり、これに

該当する行政文書として、文書１ないし文書３１及び文書３４ないし文

書１６０（文書１の表紙及びはしがきを除く。）を特定した。 

本件開示請求については、法１１条に規定する開示決定等の期限の特

例を適用し、まず、令和５年３月２４日付け防官文第６２０９号により、

本件対象文書のうち、文書１（表紙及びはしがきを除く。）（目次の

み。）について、法５条３号に該当する部分を不開示とする一部開示決

定処分（原処分５）を行った後、同年６月２９日付け同第１３８７１号

により、本件対象文書のうち、文書１ないし文書３１及び文書３４ない

し文書１６０（文書１の表紙ないし目次を除く。）について、法５条１

号、３号及び６号柱書きに該当する部分を不開示とする一部開示決定処

分（原処分１０）を行った。 

本件審査請求は、原処分５及び原処分１０に対して提起されたもので

あり、本件諮問に当たっては、それらの審査請求を併合し諮問する。 

２ 法５条該当性について 

原処分において、不開示とした部分及び不開示とした理由は、別表のと

おりであり、本件対象文書のうち、法５条１号、３号及び６号柱書きに該
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当する部分を不開示とした。 

３ 審査請求人の主張について 

（１）原処分１及び原処分６について 

ア 審査請求人は、「一部に対する不開示決定の取消し」として、支障

が生じない部分について開示を求めるが、原処分６においては、本件

対象文書の法５条該当性を十分に検討した結果、上記２のとおり、本

件対象文書の一部が同条１号、３号及び６号柱書きに該当することか

ら当該部分を不開示としたものであり、その他の部分については開示

している。 

イないしケ （略） 

コ 審査請求人は、「他に文書がないか確認を求める」としているが、

本件対象文書のほかに本件開示請求に係る行政文書は保有していない。 

サ 以上のことから、審査請求人の主張にはいずれも理由がなく、原処

分１及び原処分６を維持することが妥当である。 

（２）原処分２及び原処分７について 

アないしウ （略） 

エ 上記（１）アと同旨（ただし、「原処分６」とあるのは「原処分２

及び原処分７」と読み替える。）。 

オないしク （略） 

ケ 上記（１）コと同旨。 

コ 上記（１）サと同旨（ただし、「原処分１及び原処分６」とあるの

は「原処分２及び原処分７」と読み替える。）。 

（３）原処分３及び原処分８について 

アないしカ （略） 

キ 上記（１）アと同旨（ただし、「原処分６」とあるのは「原処分８」

と読み替える。）。 

ク （略） 

ケ 上記（１）コと同旨。 

コ 上記（１）サと同旨（ただし、「原処分１及び原処分６」とあるの

は「原処分３及び原処分８」と読み替える。）。 

（４）原処分４及び原処分９について 

アないしカ （略） 

キ 上記（１）アと同旨（ただし、「原処分６」とあるのは「原処分９」

と読み替える。）。 

ク （略） 

ケ 上記（１）コと同旨。 

コ 上記（１）サと同旨（ただし、「原処分１及び原処分６」とあるの

は「原処分４及び原処分９」と読み替える。）。 
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（５）原処分５及び原処分１０について 

アないしウ （略） 

エ 上記（１）アと同旨（ただし、「原処分６」とあるのは「原処分５

及び原処分１０」と読み替える。）。 

オないしク （略） 

ケ 上記（１）コと同旨。 

コ 上記（１）サと同旨（ただし、「原処分１及び原処分６」とあるの

は「原処分５及び原処分１０」と読み替える。）。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は、本件各諮問事件について、以下のとおり、併合し、調査審

議を行った。 

① 令和５年９月２８日    諮問の受理（令和５年（行情）諮問第

８５４号ないし同第８５８号） 

② 同日           諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

③ 同年１０月２７日     審議（同上） 

④ 令和７年１１月２０日   本件対象文書の見分及び審議（同上） 

⑤ 同年１２月４日      令和５年（行情）諮問第８５４号ない

し同第８５８号の併合及び審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件各開示請求について 

本件各開示請求は、本件請求文書の開示を求めるものであり、処分庁は、

本件対象文書を特定し、その一部を法５条１号、３号及び６号柱書きに該

当するとして不開示とする原処分を行った。 

これに対し、審査請求人は、文書の追加特定及び不開示部分の開示等を

求めており、諮問庁は、原処分を維持することが妥当としていることから、

以下、本件対象文書の見分結果を踏まえ、本件対象文書の特定の妥当性及

び不開示部分の不開示情報該当性について検討する。 

なお、令和５年（行情）諮問第８５４号、同第８５６号及び同第８５７

号において、諮問庁は、原処分１、原処分３及び原処分４に係る各審査請

求についても併せて諮問しているが、その内容からすると当審査会で判断

すべき内容はないと解されることから、当該処分に係る判断はしない。 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

（１）本件対象文書の特定について、当審査会事務局職員をして諮問庁に確

認させたところ、次のとおりであった。 

ア 本件各開示請求については、いずれも「ロシア軍の編成・装備・作

戦・戦闘に関して行政文書ファイルに綴られた文書」の開示を求めて

いる点で共通しており、各開示請求の対象とする文書の範囲を踏まえ

て別紙の３のとおり本件対象文書を特定した。 



 

 7 

イ 本件対象文書の外に本件請求文書に該当する文書は作成・取得して

おらず、保有していない。 

ウ 本件各審査請求を受け、関係部署において改めて探索を行ったが、

本件対象文書の外に本件請求文書に該当する行政文書の保有は確認で

きなかった。 

（２）これを検討するに、本件対象文書の特定方法に問題はなく、探索状況

を踏まえると、本件対象文書の外に本件請求文書に該当する文書は保有

していないとする諮問庁の上記（１）の説明に不自然、不合理な点は認

められない。 

他に本件請求文書に該当する文書の存在をうかがわせる事情も認めら

れないことからすると、防衛省において、本件対象文書の外に開示請求

の対象として特定すべき文書を保有しているとは認められないので、本

件対象文書を特定したことは妥当である。 

３ 不開示部分の不開示情報該当性について 

（１）別表の番号１に掲げる不開示部分について 

標記の不開示部分には、国会において質問する議員の意向が具体的に

記載されていると認められる。 

当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ、当該部分は、

質問議員と係官との公開を前提としないやり取りの内容であり、これを

一方的に公にすると、質問議員との信頼関係が損なわれ、国会質問対応

等に必要な情報の取得が困難になるなど、今後の国会関連業務全般の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、不開示としたとのこと

であった。 

そうすると、当該部分は、これを公にすることにより、当該国会議員

との関係が損なわれ、今後の国会質問への対応等の行政事務に必要な情

報の入手が困難となるなど、防衛省が行う事務の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあることは否定できない。 

したがって、当該不開示部分は、法５条６号柱書きに該当し、同条１

号について判断するまでもなく、不開示としたことは妥当である。 

（２）別表の番号２ないし番号５に掲げる不開示部分について 

標記の不開示部分には、防衛省・自衛隊が活動の資とするために収

集・処理した情報が記載されていると認められる。 

当該部分は、これを公にすることにより、防衛省・自衛隊の情報の収

集・分析能力、情報関心及び情報業務の運用要領等が明らかとなり、害

意を有する相手方がその弱点をついた行動を採ることが可能となるなど、

防衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生じさせ、ひいては国の

安全が害されるおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の

理由があると認められるので、法５条３号に該当し、不開示としたこと
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は妥当である。 

４ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人のその他の主張は、当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

５ 本件各一部開示決定の妥当性について 

以上のことから、本件請求文書の各開示請求に対し、本件対象文書を特

定し、その一部を法５条１号、３号及び６号柱書きに該当するとして不開

示とした各決定については、防衛省において、本件対象文書の外に各開示

請求の対象として特定すべき文書を保有しているとは認められないので、

本件対象文書を特定したことは妥当であり、不開示とされた部分は、同条

３号及び６号柱書きに該当すると認められるので、同条１号について判断

するまでもなく、不開示としたことは妥当であると判断した。 

（第４部会） 

委員 白井幸夫、委員 田村達久、委員 野田 崇 
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別紙 

 

１ 本件請求文書 

（１）本件請求文書１（諮問第８５４号） 

ロシア軍の編成・装備・作戦・戦闘に関して行政文書ファイルに綴られ

た文書の全て。＊「編成・装備・作戦・戦闘」の意味は、「演習対抗部隊」

（訓練資料４－１０－０１－０３－２６－０）におけるものと同じ。 

（２）本件請求文書２（諮問第８５５号） 

ロシア軍の編成・装備・作戦・戦闘に関して行政文書ファイルに綴られ

た文書の全てのうち防官文第１０２７２号（２０２２．３．３１－本本Ｂ

３００１）で残りの部分とされた全て、及び当該請求（２０２２．３．３

１－本本Ｂ３００１）の後に綴られた文書の全て。 

（３）本件請求文書３（諮問第８５６号） 

防官文第１６３４３号（２０２２．６．３０－本本Ｂ５７１）で残りの

部分とされた全て、及び当該文書の２０２２年度版。 

（４）本件請求文書４（諮問第８５７号） 

防官文第２０８０９号（２０２２．９．６－本本Ｂ１４６０）で残りの

部分とされた全て、当該請求（２０２２．９．６－本本Ｂ１４６０）の後

に綴られた文書の全て（ただし「２０２０年度各国データ（ロシア）」は

除く）。 

（５）本件請求文書５（諮問第８５８号） 

ロシア軍の編成・装備・作戦・戦闘に関して行政文書ファイルに綴られ

た文書の全てのうち防官文第４１２号（２０２２．１１．１５－本本Ｂ１

９２６）で残りの部分とされた全て、及び当該請求の（２０２２．１１．

１５－本本Ｂ１９２６）の後に綴られた文書の全て（ただし「２０２０年

度各国データ（ロシア）」及び「２０１９年度ロシアデータ」は除く）。 

 

２ 本件対象文書 

文書１ ２０２１年度ロシアデータ 

文書２ 説明資料 ロシア情勢資料 平成２９年４月 防衛省防衛政策局

調査課戦略情報分析室 

文書３ 部会資料 ウクライナを巡る軍事動向について 令和４年２月 

防衛省（１） 

文書４ 部会資料 ウクライナを巡る軍事動向について 令和４年２月 

防衛省（２） 

文書５ 部会資料 ウクライナを巡る軍事動向について 令和４年２月 

防衛省（３） 

文書６ 部会資料 ウクライナを巡る軍事動向について 令和４年２月１
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７日 防衛省 

文書７ 説明資料 ２２０２１７ 

文書８ 部会資料 ウクライナを巡る軍事動向について 令和４年２月１

８日 防衛省 

文書９ 部会資料 ウクライナを巡る軍事動向について 令和４年２月２

２日 防衛省 

文書１０ 部会資料 ウクライナを巡る軍事動向について 令和４年２月

２４日 防衛省 

文書１１ 令和４年２月２４日（木）参・予算委 小西洋之君（立民） 

想定問 

文書１２ 部会資料 ウクライナを巡る軍事動向について 令和４年２月

２５日 防衛省 

文書１３ 部会資料 ロシアによるウクライナ侵攻 令和４年２月２５日 

防衛省 

文書１４ 令和４年２月２５日（金）参・予算委 想定問 

文書１５ 令和４年２月２５日（金）幹事社問 問 

文書１６ 説明資料 ロシアによるウクライナ侵攻 令和４年２月２８日 

防衛省 

文書１７ 部会資料 ロシアによるウクライナ侵攻 令和４年３月２日 

防衛省 

文書１８ 説明資料 ロシアによるウクライナ侵略 令和４年３月４日 

防衛省 

文書１９ 部会資料 ロシアによるウクライナ侵略 令和４年３月８日 

防衛省 

文書２０ 令和４年３月９日（水）衆・経産委 山崎誠君（立民） 問１ 

文書２１ 説明資料 ロシアによるウクライナ侵略 令和４年３月１０日 

防衛省 

文書２２ 部会資料 ロシアによるウクライナ侵略 令和４年３月１１日 

防衛省 

文書２３ 部会資料 ロシアによるウクライナ侵略 令和４年３月１５日 

防衛省 

文書２４ 部会資料 ロシアによるウクライナ侵略 令和４年３月１８日 

防衛省 

文書２５ 説明資料 ロシアによるウクライナ侵略 令和４年３月２２日 

防衛省 

文書２６ 部会資料 ロシアによるウクライナ侵略 令和４年３月２３日 

防衛省 

文書２７ 部会資料 ロシアによるウクライナ侵略 令和４年３月２５日 
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防衛省 

文書２８ 部会資料 ロシアによるウクライナ侵略 令和４年３月２９日 

防衛省 

文書２９ 部会資料 ロシアによるウクライナ侵略 令和４年３月３０日 

防衛省 

文書３０ 部会資料 ロシアによるウクライナ侵略 令和４年３月３１日 

防衛省 

文書３１ 説明資料 ロシアによるウクライナ侵略 令和４年３月３１日 

防衛省 

文書３２ ２０１９年度ロシアデータ 

文書３３ ２０２０年度各国データ（ロシア） 

文書３４ ウクライナのロシア軍（基礎資料１５－０２１０ 平成２７年

４月２日） 

文書３５ ロシア地上軍＊＊＊（情勢分析１５－０１２ 平成２７年５月

１２日） 

文書３６ 第３章 ウクライナ危機と露中接近（情報資料） 

文書３７ ロシア・ベラルーシ共同作戦演習「同盟の盾－２０１５」につ

いて（基礎資料１５－０５１６ 平成２７年９月２日） 

文書３８ ＣＳＴＯ合同作戦対応部隊共同演習「ヴザイモデイストヴィエ

〔協同〕２０１５」の概要（基礎資料１５－０５１７ 平成２

７年９月３日） 

文書３９ ＊＊＊ロシアのシリアに対する軍事介入＊＊＊（カレント分析

１５－４０１ 平成２７年１０月２０日） 

文書４０ プーチン大統領、毎年恒例の大型記者会見を実施（基礎資料１

６－００２３ 平成２７年１月１９日） 

文書４１ ロシアが民間軍事会社に係る法整備の推進を計画（情報資料 

２０１６年１月２５日） 

文書４２ ロシアによるシリア軍事作戦の動向（情勢分析１６－００１ 

平成２８年１月２７日） 

文書４３ ロシア軍空挺部隊の演習（情報資料 平成２８年３月２９日） 

文書４４ ロシア新安保戦略の変化（情勢分析１６－００６ 平成２８年

４月２７日） 

文書４５ 平成２８年度在外公館安保担当者との会議＊＊＊出張報告（基

礎資料１６－０２６０ 平成２８年５月３０日） 

文書４６ ロシア軍、部隊の準備態勢の抜き打ち点検開始（情報資料） 

文書４７ ロシア航空・宇宙軍の編成と任務について（基礎資料１６－０

４１１ 平成２８年８月９日） 

文書４８ イスカンデルの極東への配備について＊＊＊（カレント分析１
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６－３７９ 平成２８年８月２５日） 

文書４９ ロシアの国家親衛軍創設の狙い（情勢分析１６－０１４ 平成

２８年８月２５日） 

文書５０ これまでの抜き打ち検閲の概要（情報資料） 

文書５１ 戦略指揮参謀部演習「カフカス２０１６」について＊＊＊（カ

レント分析１６－４５２ 平成２８年１０月６日） 

文書５２ ロシア国防省評議会拡大会合における露大統領の発言（情報資

料） 

文書５３ ロシア沿海地方ソコロフカ飛行場へのＭｉＧ－３１の再配備の

可能性に関する記事（基礎資料１７－００４０ 平成２９年１

月２４日） 

文書５４ 露中関係の現状（カレント分析１７－２３１ 平成２９年５月

１５日） 

文書５５ ロシア・アルメニア統合部隊に関する協定（基礎資料１７－０

３００ 平成２９年８月２日） 

文書５６ 「２０１８年から２０２５年までのロシア国家装備プログラム」

に関するウクライナ情報ウェブサイトによる分析について（基

礎資料１７－０３３５ 平成２９年８月３０日） 

文書５７ ロシア軍の戦略指揮・参謀部演習の変化と見通し＊＊＊（情勢

分析１７－０２５ 平成２９年１２月５日） 

文書５８ 戦略指揮・参謀部演習「ザーパド２０１７」総括（基礎資料１

７－０５１２ 平成２９年１２月１５日） 

文書５９ ロシア軍の戦略指揮・参謀部演習の変化と見通し（情勢分析１

７－０２９ 平成２９年１２月２０日） 

文書６０ ロシアの次世代揚陸艦の配備場所に関する考察（一般分析１８

－００１ 平成３０年１月１５日） 

文書６１ ロシア軍の装備更新と新国家装備計画＊＊＊（カレント分析１

８－０５３ 平成３０年２月１３日） 

文書６２ ロシア・アブハジア統合部隊集団に関する協定（基礎資料１８

－００９６ 平成３０年３月１２日） 

文書６３ プーチン大統領による年次教書演説（基礎資料１８－００９８ 

平成３０年３月１３日） 

文書６４ ロシア軍等が実施する「カラー革命」への対処（基礎資料１８

－０１４７ 平成３０年４月１８日） 

文書６５ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０１８．４．２７～５．１

０）（情報資料１８－０４７ 平成３０年５月１４日） 

文書６６ 第４期プーチン政権の内政・外交（一般分析１８－０４６ 平

成３０年８月２４日） 



 

 13 

文書６７ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０１８．９．２１～９．２

７）（基礎資料１８－０４３３ 平成３０年９月２８日） 

文書６８ 「ヴォストーク２０１８」の特徴とロシアの狙い＊＊＊（一般

分析１８－０５０ 平成３０年１０月１７日） 

文書６９ 近年のロシア国防費の特徴と今後の見通し（一般分析１８－０

５４ 平成３０年１１月２２日） 

文書７０ 「ヴォストーク２０１８」の特徴と露の狙い＊＊＊（情勢分析

１８－０３３ 平成３０年１１月２９日） 

文書７１ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０１８．１２．１５～１２．

２１）（基礎資料１８－０６３５ 平成３０年１２月２５日） 

文書７２ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０１９．１．１２～２０１

９．１．１８）（基礎資料１９－００２６ 平成３１年１月１

８日） 

文書７３ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０１９．３．２～２０１９．

３．８）（基礎資料１９－０１４８ 平成３１年３月８日） 

文書７４ 「ヴォストーク２０１８」の特徴と露の狙い（情勢分析１９－

００８ 平成３１年４月２２日） 

文書７５ ロシアの人的戦闘力＊＊＊（情勢分析１９－０１６ 令和元年

７月２４日） 

文書７６ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０１９．８．５～２０１９．

８．１５）（基礎資料１９－０６０６ 令和元年８月２０日） 

文書７７ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０１９．８．１６～２０１

９．８．２１）（基礎資料１９－０６１６ 令和元年８月２２

日） 

文書７８ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０１９．８．３０～２０１

９．９．６）（基礎資料１９－０６７２ 令和元年９月１１日） 

文書７９ 在ロシア防衛駐在官帰朝報告会資料（２０１９年）（情報資料

１９－０６４ 令和元年９月１１日） 

文書８０ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０１９．９．２１～２０１

９．９．２７）（基礎資料１９－０７１９ 令和元年９月３０

日） 

文書８１ ロシア空挺部隊の方向性について（一般分析１９－１２２ 令

和元年１０月１８日） 

文書８２ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０１９．１０．８～２０１

９．１０．１６）（基礎資料１９－０７６９ 令和元年１０月

２３日） 

文書８３ ロシアの人的戦闘力＊＊＊（情勢分析１９－０３０ 令和元年

１１月１３日） 
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文書８４ 「ツェントル２０１９」におけるロシアの狙い（一般分析１９

－１４６ 令和元年１２月１１日） 

文書８５ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０１９．１２．１４～２０

２０．１．１５）（基礎資料２０－００５８ 令和２年１月２

３日） 

文書８６ 令和元年度ロシア情勢調査＊＊＊出張報告（情報資料２０－０

１９ 令和２年２月１３日） 

文書８７ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２０．２．８～２０２０．

２．１４）（基礎資料２０－０１４３ 令和２年２月２５日） 

文書８８ ロシア、シリア軍事介入から５年が経過＊＊＊（カレント分析

２０－１２１３ 令和２年１０月１日） 

文書８９ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２０．１０．２７～２０

２０．１１．９）（基礎資料２０－１１６８ 令和２年１１月

１２日） 

文書９０ 北極圏におけるロシアの軍事プレゼンス＊＊＊（一般分析２０

－１８１ 令和２年１１月２４日） 

文書９１ 北極海航路及び北極を巡るロシアの情勢認識と防衛態勢の強化

（一般分析２０－１８９ 令和２年１２月１５日） 

文書９２ プーチン大統領、国防省拡大幹部会合に出席＊＊＊（カレント

分析２０－１６９４ 令和２年１２月２３日） 

文書９３ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２１．１．１９～２０２

１．１．２５）（基礎資料２１－００９１ 令和３年１月２７

日） 

文書９４ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２１．２．１６～２０２

１．２．２２）（基礎資料２１－０１９９ 令和３年２月２６

日） 

文書９５ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２１．３．２～２０２１．

３．８）（基礎資料２１－０２３３ 令和３年３月１０日） 

文書９６ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２１．４．２７～２０２

１．５．１０）（基礎資料２１－０３８２ 令和３年５月１０

日） 

文書９７ 露軍の「限定行動戦略」について（一般分析２１－０４３ 令

和３年６月３日） 

文書９８ 露中、共同作戦・戦略演習「シブ／ヴザイモデイストヴィエ－

２０２１」を初実施へ（カレント分析２１－０８０６ 令和３

年８月５日） 

文書９９ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２１．８．３～２０２１．

８．１１）（基礎資料２１－０６３０ 令和３年８月１１日） 
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文書１００ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２１．８．２４～２０

２１．８．３０）（基礎資料２１－０６７５ 令和３年９月３

日） 

文書１０１ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２１．９．７～２０２

１．９．１３）（基礎資料２１－０６９２ 令和３年９月１５

日） 

文書１０２ ロシア『国家安全保障戦略』の改訂について（一般分析２１

－０７２ 令和３年９月２４日） 

文書１０３ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２１．９．１４～２０

２１．９．２２）（基礎資料２１－０６９９ 令和３年９月２

８日） 

文書１０４ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２１．１０．５～２０

２１．１０．１１）（基礎資料２１－０７３４ 令和３年１０

月１３日） 

文書１０５ 「ザーパド２０２１」の特徴と露の狙い（カレント分析２１

－１１４６ 令和３年１１月５日） 

文書１０６ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２１．１０．２６～２

０２１．１１．１）（基礎資料２１－０７８７ 令和３年１１

月５日） 

文書１０７ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２１．１１．９～２０

２１．１１．１５）（基礎資料２１－０８１８ 令和３年１１

月２２日） 

文書１０８ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２１．１１．１６～２

０２１．１１．２２）（基礎資料２１－０８２２ 令和３年１

１月２４日） 

文書１０９ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２１．１２．７～２０

２１．１２．１３）（基礎資料２１－０８５７ 令和３年１２

月１５日） 

文書１１０ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２１．１２．２１～２

０２１．１２．２７）（基礎資料２２－００１２ 令和４年１

月１３日） 

文書１１１ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２１．１２．２８～２

０２２．１．１１）（基礎資料２２－００１７ 令和４年１月

１４日） 

文書１１２ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２２．１．１２～２０

２２．１．１７）（基礎資料２２－００４２ 令和４年１月２

６日） 

文書１１３ 「ザーパド２０２１」の特徴と露の狙い（一般分析２２－０
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１０ 令和４年１月２７日） 

文書１１４ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２２．１．１８～２０

２２．１．２４）（基礎資料２２－００４３ 令和４年１月２

７日） 

文書１１５ ロシア軍のエア・パワーが海洋拒否に果たす役割（一般分析

２２－０１１ 令和４年２月３日） 

文書１１６ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２２．１．２５～２０

２２．１．３１）（基礎資料２２－００６３ 令和４年２月８

日） 

文書１１７ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２２．２．１～２０２

２．２．７）（基礎資料２２－００７２ 令和４年２月１４日） 

文書１１８ ロシア軍によるウクライナ侵攻＊＊＊（カレント分析２２－

０１８７ 令和４年２月２８日） 

文書１１９ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２２．２．２２～２０

２２．２．２８）（基礎資料２２－０１２４ 令和４年３月７

日） 

文書１２０ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２２．３．８～２０２

２．３．１４）（基礎資料２２－０１７５ 令和４年３月１４

日） 

文書１２１ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２２．３．１５～２０

２２．３．２２）（基礎資料２２－０２００ 令和４年３月２

５日） 

文書１２２ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２２．３．２３～２０

２２．３．２８）（基礎資料２２－０２０９ 令和４年３月２

９日） 

文書１２３ 部会資料 ロシアによるウクライナ侵略 令和４年４月１日 

防衛省 

文書１２４ 説明資料 ロシアによるウクライナ侵略について 令和４年

４月５日 防衛省 

文書１２５ 部会資料 ロシアによるウクライナ侵略 令和４年４月７日 

防衛省 

文書１２６ 説明資料 ロシアによるウクライナ侵略 令和４年４月８日 

防衛省 

文書１２７ 部会資料 ロシアによるウクライナ侵略 令和４年４月１２

日 防衛省 

文書１２８ 説明資料 ロシアによるウクライナ侵略 令和４年４月１４

日 防衛省 

文書１２９ 令和４年６月３日（金）衆・安保委 玄葉光一郎君（立民） 
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想定問２ 

文書１３０ 説明資料（２２０６２１） 

文書１３１ 説明資料 ロシアによるウクライナ侵略について 令和４年

６月 防衛省 

文書１３２ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２２．３．２９～２０

２２．４．４）（基礎資料２２－０２３７ 令和４年４月７日） 

文書１３３ 露、６万人の予備役を動員か＊＊＊（カレント分析２２－０

３６３ 令和４年４月１３日） 

文書１３４ 露、ウクライナでの「特別軍事作戦」の指揮官を任命＊＊＊

（カレント分析２２－０３６８ 令和４年４月１４日） 

文書１３５ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２２．４．５～２０２

２．４．１１）（基礎資料２２－０２８７ 令和４年４月１９

日） 

文書１３６ 露国防相、国防省幹部会議で特別軍事作戦及び軍事力整備に

関し発言（カレント分析２２－０４２１ 令和４年４月２６日） 

文書１３７ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２２．４．１２～２０

２２．４．１８）（基礎資料２２－０３１３ 令和４年４月２

６日） 

文書１３８ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２２．４．１９～２０

２２．５．９）（基礎資料２２－０３６５ 令和４年５月１９

日） 

文書１３９ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２２．５．１０～２０

２２．５．１６）（基礎資料２２－０３８１ 令和４年５月２

５日） 

文書１４０ セベロドネツク一帯をめぐる宇と露の戦闘＊＊＊（カレント

分析２２－０５４１ 令和４年５月３１日） 

文書１４１ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２２．５．１７～２０

２２．５．２３）（基礎資料２２－０３９７ 令和４年５月３

１日） 

文書１４２ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２２．６．１４～２０

２２．６．２０）（基礎資料２２－０４７１ 令和４年６月２

２日） 

文書１４３ 説明資料 ロシアによるウクライナ侵略 令和４年７月１４

日 防衛省 

文書１４４ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２２．７．１２～２０

２２．７．１９）（基礎資料２２－０５４１ 令和４年７月２

２日） 

文書１４５ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２２．７．２０～２０
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２２．７．２５）（基礎資料２２－０５４９ 令和４年７月２

７日） 

文書１４６ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２２．８．２３～２０

２２．８．２９）（基礎資料２２－０６３３ 令和４年８月３

１日） 

文書１４７ 部会資料 ロシアによるウクライナ侵略 令和４年１０月５

日 防衛省 

文書１４８ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２２．８．３０～２０

２２．９．５）（基礎資料２２－０６５１ 令和４年９月１２

日） 

文書１４９ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２２．９．６～２０２

２．９．１２）（基礎資料２２－０６６０ 令和４年９月１５

日） 

文書１５０ ウクライナ侵攻にみる露の人員補充の現状と今後の展望（カ

レント分析２２－０８４１ 令和４年９月２７日） 

文書１５１ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２２．９．１３～２０

２２．９．２６）（基礎資料２２－０６９６ 令和４年１０月

６日） 

文書１５２ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２２．１０．５～２０

２２．１０．１７）（基礎資料２２－０７３１ 令和４年１０

月２１日） 

文書１５３ 最近のロシア・ＣＩＳトピック（２０２２．１０．１８～２

０２２．１０．２４）（基礎資料２２－０７４８ 令和４年１

０月２８日） 

文書１５４ 説明資料 ロシアによるウクライナ侵略 令和４年１２月５

日 防衛省 

文書１５５ 説明資料 ロシアによるウクライナ侵略 令和４年１２月２

０日 防衛省 

文書１５６ 説明資料 ロシアによるウクライナ侵略 令和５年１月 防

衛省 

文書１５７ 部会資料 ロシアによるウクライナ侵略 令和５年１月１９

日 防衛省 

文書１５８ ロシア連邦海洋ドクトリン（２０２２年）（全訳）（基礎資

料２２－０８１２ 令和４年１１月２４日） 

文書１５９ 露、定例の国防省拡大幹部会合を開催＊＊＊（カレント分析

２２－１１２５ 令和４年１２月２３日） 

文書１６０ 開示請求された本件請求文書に係る行政文書のうち文書１な

いし文書１５９以外の行政文書 
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３ 各開示請求の対象として特定された本件対象文書 

（１）本件請求文書１の対象として特定された文書 

ア 原処分１ 

文書１（表紙のみ。） 

イ 原処分６ 

文書１ないし文書１２２及び文書１６０（文書１の表紙を除く。） 

（２）本件請求文書２の対象として特定された文書 

ア 原処分２ 

文書１（表紙を除く。）（はしがきのみ。） 

イ 原処分７ 

文書１ないし文書１４２及び文書１６０（文書１の表紙及びはしがき

を除く。） 

（３）本件請求文書３の対象として特定された文書 

ア 原処分３ 

文書３３（表紙のみ。） 

イ 原処分８ 

文書１ないし文書１４６及び文書１６０（文書１の表紙及びはしがき

並びに文書３３の表紙を除く。） 

（４）本件請求文書４の対象として特定された文書 

ア 原処分４ 

文書３２（表紙のみ。） 

イ 原処分９ 

文書１ないし文書３２、文書３４ないし文書１５３及び文書１６０

（文書１の表紙及びはしがき並びに文書３２の表紙を除く。） 

（５）本件請求文書５の対象として特定された文書 

ア 原処分５ 

文書１（表紙及びはしがきを除く。）（目次のみ。） 

イ 原処分１０ 

文書１ないし文書３１及び文書３４ないし文書１６０（文書１の表紙

ないし目次を除く。） 
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別表 

 

番号 本件対象文

書 

不開示とした部分 不開示とした理由 

１ 文書２０ １枚目の一部 個人に関する情報であ

り、これを公にすること

により、個人の権利利益

を害するおそれがあると

ともに、国の機関が行う

行政事務に関する情報で

あり、これを公にするこ

とにより、当該事務の適

正な遂行に支障を及ぼす

おそれがあることから、

法５条１号及び６号柱書

きに該当するため不開示

とした。 

２ 文書１ ２枚目ないし４枚目のそれ

ぞれ一部 

自衛隊が収集・処理した

情報若しくは情報資料で

あり、これを公にするこ

とにより、自衛隊の情報

関心、情報業務に関する

能力又は情報源が推察さ

れ、自衛隊の任務の効果

的な遂行に支障を及ぼ

し、ひいては我が国の安

全を害するおそれがある

ことから、法５条３号に

該当するため不開示とし

た。 

３ 文書１ ２枚目ないし４枚目のそれ

ぞれ一部 

防衛省・自衛隊の情報業

務に関する情報であり、

これを公にすることによ

り、自衛隊の情報関心及

び分析能力が推察され、

自衛隊の任務の効果的な

遂行に支障を及ぼし、ひ

５枚目ないし８７８枚目の

それぞれ内容の全て 

文書３２ ２枚目ないし４枚目のそれ

ぞれ一部 

５枚目ないし９９０枚目の
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それぞれ内容の全て いては我が国の安全を害

するおそれがあることか

ら、法５条３号に該当す

るため不開示とした。 

文書３３ ２枚目ないし４枚目のそれ

ぞれ一部 

５枚目ないし７０枚目及び

７２枚目ないし９２０枚目

のそれぞれ内容の全て 

４ 文書３４ １枚目の一部 防衛省・自衛隊がその活

動の資とするために収

集・処理した情報であ

り、これを公にすること

により、防衛省・自衛隊

の情報関心、情報分析能

力が推察され、防衛省・

自衛隊の任務の効果的な

遂行に支障を及ぼし、ひ

いては我が国の安全が害

されるおそれがあること

から、法５条３号に該当

するため不開示とした。 

文書３５ １枚目の一部 

２枚目ないし１８枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書３７ １枚目の一部 

４枚目の内容の全て 

文書３８ ２枚目の内容の全て 

文書３９ １枚目の一部 

２枚目ないし２２枚目のそ

れぞれ全て 

文書４０ ２枚目の一部 

文書４２ １枚目の一部 

２枚目ないし２０枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書４３ １枚目の一部 

文書４４ １枚目の一部 

２枚目ないし１７枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書４５ １枚目の一部 

２枚目ないし１８枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書４７ １枚目及び２枚目のそれぞ

れ一部 

文書４８ １枚目の一部 

２枚目ないし２４枚目のそ

れぞれ全て 

文書４９ １枚目の一部 

２枚目ないし１９枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書５０ １枚目ないし３枚目のそれ

ぞれ一部 
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文書５１ １枚目及び２枚目のそれぞ

れ一部 

３枚目ないし２９枚目のそ

れぞれ全て 

文書５３ １枚目、３枚目及び４枚目

のそれぞれ一部 

２枚目の内容の全て 

文書５４ １枚目の一部 

２枚目ないし１１枚目のそ

れぞれ全て 

文書５５ １枚目及び２枚目のそれぞ

れ一部 

文書５６ １枚目の一部 

文書５７ １枚目の一部 

２枚目ないし３６枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書５８ １枚目及び２枚目のそれぞ

れ一部 

７枚目の全て 

文書５９ １枚目の一部 

２枚目ないし１５枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書６０ １枚目の一部 

２枚目ないし１４枚目のそ

れぞれ内容の全て 

１５枚目ないし１７枚目の

それぞれ全て 

文書６１ １枚目の一部 

２枚目ないし２２枚目のそ

れぞれ全て 

文書６２ １枚目及び２枚目のそれぞ

れ一部 

文書６３ ２枚目の一部 

文書６４ １枚目及び２枚目のそれぞ

れ一部 

文書６５ １枚目の一部 

２枚目ないし１１枚目のそ
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れぞれ内容の全て 

文書６６ １枚目の一部 

２枚目ないし５９枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書６７ １枚目の一部 

２枚目ないし６枚目のそれ

ぞれ内容の全て 

文書６８ １枚目及び２枚目のそれぞ

れ一部 

３枚目ないし３６枚目のそ

れぞれ全て 

文書６９ １枚目の一部 

２枚目ないし１３枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書７０ １枚目の一部 

２枚目ないし７８枚目のそ

れぞれ全て 

文書７１ １枚目の一部 

２枚目ないし８枚目のそれ

ぞれ内容の全て 

文書７２ １枚目の一部 

２枚目ないし６枚目のそれ

ぞれ内容の全て 

文書７３ １枚目の一部 

２枚目ないし８枚目のそれ

ぞれ内容の全て 

文書７４ １枚目の一部 

２枚目ないし２２枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書７５ １枚目の一部 

２枚目ないし３９枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書７６ １枚目の一部 

２枚目ないし２１枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書７７ １枚目の一部 

２枚目ないし１２枚目のそ
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れぞれ内容の全て 

文書７８ １枚目の一部 

２枚目ないし１４枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書７９ １枚目の一部 

２枚目ないし４４枚目のそ

れぞれ全て 

文書８０ １枚目の一部 

２枚目ないし１７枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書８１ １枚目の一部 

２枚目ないし６枚目のそれ

ぞれ内容の全て 

文書８２ １枚目の一部 

２枚目ないし２２枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書８３ １枚目の一部 

２枚目ないし２４枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書８４ １枚目の一部 

２枚目ないし１２枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書８５ １枚目の一部 

２枚目ないし２４枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書８６ １枚目の一部 

２枚目ないし２６枚目のそ

れぞれ内容の全て 

２７枚目ないし８７枚目の

それぞれ全て 

文書８７ １枚目の一部 

２枚目ないし１０枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書８８ １枚目の一部 

２枚目ないし１１枚目のそ

れぞれ全て 

文書８９ １枚目の一部 
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２枚目ないし１１枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書９０ １枚目の一部 

２枚目ないし１８枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書９１ １枚目の一部 

２枚目ないし１９枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書９２ １枚目の一部 

２枚目ないし５枚目のそれ

ぞれ全て 

文書９３ １枚目の一部 

２枚目ないし８枚目のそれ

ぞれ内容の全て 

文書９４ １枚目の一部 

２枚目ないし５枚目のそれ

ぞれ内容の全て 

文書９５ １枚目の一部 

２枚目ないし６枚目のそれ

ぞれ内容の全て 

文書９６ １枚目の一部 

２枚目ないし１２枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書９７ １枚目の一部 

２枚目ないし１３枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書９８ １枚目の一部 

２枚目の全て 

文書９９ １枚目の一部 

２枚目ないし１３枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１００ １枚目の一部 

２枚目ないし８枚目のそれ

ぞれ内容の全て 

文書１０１ １枚目の一部 

２枚目ないし９枚目のそれ

ぞれ内容の全て 
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文書１０２ １枚目の一部 

２枚目ないし１９枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１０３ １枚目の一部 

２枚目ないし１１枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１０４ １枚目の一部 

２枚目ないし８枚目のそれ

ぞれ内容の全て 

文書１０５ １枚目の一部 

２枚目ないし２７枚目のそ

れぞれ全て 

文書１０６ １枚目の一部 

２枚目ないし１２枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１０７ １枚目の一部 

２枚目ないし６枚目のそれ

ぞれ内容の全て 

文書１０８ １枚目の一部 

２枚目ないし１０枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１０９ １枚目の一部 

２枚目ないし１４枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１１０ １枚目の一部 

２枚目ないし１４枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１１１ １枚目の一部 

２枚目ないし１２枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１１２ １枚目の一部 

２枚目ないし１３枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１１３ １枚目の一部 

２枚目ないし１７枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１１４ １枚目の一部 
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２枚目ないし１５枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１１５ １枚目の一部 

２枚目ないし２１枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１１６ １枚目の一部 

２枚目ないし１９枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１１７ １枚目の一部 

２枚目ないし９枚目のそれ

ぞれ内容の全て 

文書１１８ １枚目の一部 

２枚目ないし６枚目のそれ

ぞれ全て 

文書１１９ １枚目の一部 

２枚目ないし１７枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１２０ １枚目の一部 

２枚目ないし１６枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１２１ １枚目の一部 

２枚目ないし１５枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１２２ １枚目の一部 

２枚目ないし２０枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１３２ １枚目の一部 

２枚目ないし３３枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１３３ １枚目の一部 

文書１３４ １枚目の一部 

文書１３５ １枚目の一部 

２枚目ないし９枚目のそれ

ぞれ内容の全て 

文書１３６ １枚目の一部 

２枚目ないし４枚目のそれ

ぞれ全て 
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文書１３７ １枚目の一部 

２枚目ないし１６枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１３８ １枚目の一部 

２枚目ないし４４枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１３９ １枚目の一部 

２枚目ないし１０枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１４０ １枚目の一部 

２枚目及び３枚目のそれぞ

れ全て 

文書１４１ １枚目の一部 

２枚目ないし２４枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１４２ １枚目の一部 

２枚目ないし１４枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１４４ １枚目の一部 

２枚目ないし１４枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１４５ １枚目の一部 

２枚目ないし１０枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１４６ １枚目の一部 

２枚目ないし１５枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１４８ １枚目の一部 

２枚目ないし１７枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１４９ １枚目の一部 

２枚目ないし１３枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１５０ １枚目の一部 

２枚目ないし２５枚目のそ

れぞれ全て 

文書１５１ １枚目の一部 
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２枚目ないし２０枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１５２ １枚目の一部 

２枚目ないし２３枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１５３ １枚目の一部 

２枚目ないし１２枚目のそ

れぞれ内容の全て 

文書１５８ ２枚目、３枚目、６枚目、

１５枚目及び３４枚目のそ

れぞれ一部 

文書１５９ １枚目の一部 

５ 文書１６０ 全て 防衛省・自衛隊の情報業

務に関する情報であり、

これを公にすることによ

り、自衛隊の情報関心及

び分析能力が推察され、

自衛隊の任務の効果的な

遂行に支障を及ぼし、ひ

いては我が国の安全を害

するおそれがあることか

ら、件名及び枚数を含め

て、法５条３号に該当す

るため不開示とした。 

※当審査会事務局において整理した。 

※各文書の枚数の表記は、当該行政文書全体の枚数を記載している。 


